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「事故届け」の取扱いについて 

 

●ＩＢからの口座取引の停止サービス（事故届け）の概要 

   サービス利用口座の通帳・印鑑・キャッシュカード等の紛失、盗難された時等に、ＩＢで事故届け

を行うことにより、指定口座の取引を規制することができます。 

 

     

    

 

 

 

 

 

「サービス一覧」画面 

「サービス一覧」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このイメージはパソコン（ＰＣ）での操作画面です。 

※スマートフォンでご利用の場合は、 

サービスメニュー→その他のサービス→諸届け→諸届け業務メニュー→事故届け 

で処理画面にお進みください。 

※携帯電話（ガラパゴス携帯）でご利用の場合は、その他のサービス→諸届け→事故届け 

 で処理画面にお進みください。 

① 

○サービス提供時間 ：２４時間(メンテナンス等によるＩＢ停止時間は除きます) 

○指定可能口座   ：あらかじめＩＢサービスの利用口座として届出されている口座 

○ご留意いただきたい事項 ： 

・該当サービスは、緊急的に口座の取引停止を行う機能提供であり、別途、窓口等での正式な事

故届のお手続が必要となります。 
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「事故内容連絡の入力」画面 

 

手順 項目 操作内容／項目説明 

① 口座選択 対象口座を１口座以上選択します。 

② 事故内容連絡欄 

事故内容を入力します。 

【留意点】 

・全角（最大１００文字） 

③ 次へ 
クリックします。 

「内容の確認」画面に遷移します。 

 

① ② 

③ 
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「内容の確認」画面 

 

手順 項目 操作内容／項目説明 

① 登録 
登録内容を確認し、よろしければ、クリックします。 

「手続の完了」画面に遷移します。 

‐ 戻る 修正する場合、クリックします。 

 

 

① 
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■停止サービスを受け付けました。 

一度停止された口座を解除するには、窓口等での所定のお手続が必要となります。 

 

 

 

以 上 

 


